
別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（1／26） 

全体 第１回申請範囲 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。  

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。 

 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」

という。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。  

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」

という。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保

持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等

を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保

持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等

を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。 
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また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用

地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用

地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら

れる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響

についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたもの

とする。当該地震動による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影

響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた

ものとする。当該地震動による地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設  

(a) 重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的

地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における

運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象となる

申請書で示す。） 
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 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能

及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計

とする。また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求さ

れる機能を保持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度

等を超えていないことを確認する。 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓ

による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(d) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設は，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力

に十分耐えることができる設計とする。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施

設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえ

て，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に

対し十分に耐えることができる設計とする。 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラス

の施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。 
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(f) 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」に示す。 

 

 

(g) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，周辺地盤の変

状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止

するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

  イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

  ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

  二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大

を防止するための施設 

  へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施

設 

  ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止

するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

  イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

  ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

  二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大

を防止するための施設 

  へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施

設 

  ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

  イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし，内蔵量が

少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいも

のは除く。） 

  ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラ

スに属さない施設 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

  イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし，内蔵量が

少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいも

のは除く。） 

  ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラ

スに属さない施設 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（5／26） 

全体 第１回申請範囲 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 3.1.1-1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動

及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 3.1.1-1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動

及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及

び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じた設計とする。 

(a) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処するために必要

な機能を有する設備であって常設のもの。 

 

イ. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設

備が有する機能を代替するもの。 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。 

 

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第 3.1.1-2表に示す。 

なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを

確認する地震力についても併記する。 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。） 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度に適用される地震力を適用する。 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（6／26） 

全体 第１回申請範囲 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要

度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の

振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重

要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係

数Ｃ０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用す

るものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に

応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増

しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一般

産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一

般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

 

 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（7／26） 

全体 第１回申請範囲 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設につい

ては，「b. 動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。 

 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を

有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処

設備に適用する地震力を適用する。 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については，

適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該

施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材

料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。 

 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動

幅を適切に考慮する。 

 

動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影

響を評価する。 

 

動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影

響を評価する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（8／26） 

全体 第１回申請範囲 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地

下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地

盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影

響について確認する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地

下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地

盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影

響について確認する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（9／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じ

て十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法

を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動

特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデ

ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等につ

いては，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値

に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震

動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度

構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部

のひずみレベルを考慮して定める。 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応

じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析におい

て，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状

に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析によ

り設計用地震力を設定する。 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じ

て十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法

を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動

特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデ

ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等につ

いては，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値

に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震

動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度

構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部

のひずみレベルを考慮して定める。 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応

じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析におい

て，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状

に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析によ

り設計用地震力を設定する。 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（10／26） 

全体 第１回申請範囲 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な

解析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，

施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生

じるおそれがある場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度

特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定するこ

とを基本とする。 

 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な

解析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，

施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生

じるおそれがある場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度

特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定するこ

とを基本とする。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握

を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握

を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 

 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮でき

る連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における

非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地

震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の

地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定す

る。 

 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮でき

る連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における

非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地

震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の

地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定す

る。 

 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（11／26） 

全体 第１回申請範囲 

   ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつ

きを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答

曲線を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象と

する現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2 方

向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

 

   ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつ

きを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答

曲線を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象と

する現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2 方

向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

 

  c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既

往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物として

の特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

 

  c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既

往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物として

の特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（12／26） 

全体 第１回申請範囲 

  (4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込

め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落

下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支

持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセス

ルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設

備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が

維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援

機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保すると

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

  a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

   (a) 安全機能を有する施設 

   イ. 建物・構築物 

    (イ) 運転時の状態 

   再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 設計用自然条件 

       設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 

   ロ. 機器・配管系 

    (イ) 運転時の状態 

       再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

  (4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，

崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能等については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること

で，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援

機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保すると

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

  a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

   (a) 安全機能を有する施設 

   イ. 建物・構築物 

    (イ) 運転時の状態 

   再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 設計用自然条件 

     設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 

   ロ. 機器・配管系 

    (イ) 運転時の状態 

       再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 
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基本設計方針の第 1 回申請範囲（13／26） 

全体 第１回申請範囲 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ)  重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 

 

(ハ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

    (ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

    (ニ) 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（14／26） 

全体 第１回申請範囲 

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，  

積載荷重，土圧及び水圧 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるも

のとする。 

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

  

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるも

のとする。 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（15／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用す

る荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力

が含まれるものとする。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ホ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（16／26） 

全体 第１回申請範囲 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 

 

 

 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（17／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがあ

る事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせ

る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を

考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮

した上で設定する。 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（18／26） 

全体 第１回申請範囲 

ロ．機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

  

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがあ

る事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重は，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせ

る。 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する

荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（19／26） 

全体 第１回申請範囲 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮

する。 

 

ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平 2 方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設

のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び

重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構

造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下

を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 

 

ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時

作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷

重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定

する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

リ. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有

する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対

処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用する。 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮

する。 

 

ハ.  安全機能を有する施設に適用する動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設に

おいては，地震力との組合せを考慮する。 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下

を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 

 

 （重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（20／26） 

全体 第１回申請範囲 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（21／26） 

全体 第１回申請範囲 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断について

はせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持た

せることとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制

限する値を許容限界とする。 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこ

れと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断について

はせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持た

せることとする。 

 

ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限

する値を許容限界とする。 

 

 

ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこ

れと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（22／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(ロ)を適用する。 

 

(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわれない設

計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する

際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

 

(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設

が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

(ホ)  設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物 

上記(a)イ.(ニ)ⅰ.又は(a)イ.(ニ)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に対してその支

持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損なわ

れないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（23／26） 

全体 第１回申請範囲 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系 

ⅰ. 上記(a)ロ.(ロ)を適用する。 

 

ⅱ. 代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，

上記(イ)を適用する。 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（24／26） 

全体 第１回申請範囲 

b. 波及的影響に対する考慮 

 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能

が損なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点

より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

    

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設（資機材等含む。）を

いう。 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に検討すべき事項

がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能

が損なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点

より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設（資機材等含む。）を

いう。 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に検討すべき事項

がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（25／26） 

全体 第１回申請範囲 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認する。 

 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認する。 

 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響

については，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要

な機能」に読み替えて適用する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラ

ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）

を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とすると

ともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給

電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラ

ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）

を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とすると

ともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給

電が可能な設計とする。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（26／26） 

全体 第１回申請範囲 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力

を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価

用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力

を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価

用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

 

(6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確保する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する設計と

する。 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地震力の算定方法」及び

「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

 

(6) 緊急時対策所 

（緊急時対策所に係る基本設計方針については，緊急時対策所の詳細設計の対象となる申請書で

示す。） 

 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置

する。 

なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設周辺

においては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する。 

なお，耐震重要施設周辺においては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全

機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

 （重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（1／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

  

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。  

 

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。  

 

 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動」とい

う。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」

という。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

＜凡例＞ 

：既設工認に記載されている内容と同様 

：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが，既設工認の記載を詳細展開 

した内容であり，設計上実施していたもの 

：その他既設工認に記載されていないが，従前より設計上考慮して実施していたもの 

：既認可等のエビデンス 

 

既許可 本文 

既設工認 添付書類Ⅳ-2-2-1-6（第 7回申請） 

 

地震⑧‐１ 

地震⑨‐２ 

地震①‐６ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐４ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（2／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

建物・構築物については，基準地震動による地震力に対して，建物・構築物全体としての変形

能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ご

とのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

機器・配管系については，基準地震動による地震力に対して，その施設に要求される機能を保

持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動による応答に対してその設備に要求される機能を保持

する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を

考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。 

 

 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，

また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能

を保持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原

理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を

超えていないことを確認する。 

 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用の地震動（以下「弾性設計

用地震動」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用

地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておお

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

機器・配管系については，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

地震①‐２ 

地震①‐５ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐６ 

地震①‐39 

地震①‐41 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐２ 

地震①‐５ 

地震①‐６ 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐７ 

地震①‐38 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（3／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら

れる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響

についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動に 2分の 1を乗じたものとす

る。 

 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら

れる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響

についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたもの

とする。当該地震動による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

 

 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

 

 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

b. 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。） 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

変更なし 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止

するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震①‐３ 

地震①‐８ 

地震①‐９ 

地震②‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐５ 

地震①‐６ 

地震①‐17 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 
地震②‐６ 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（4／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

  ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

  二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大

を防止するための施設 

  へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施

設 

  ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

 

 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

 

 

 イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし，内蔵量が少

ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは

除く。） 

 

 ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラ

スに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 

 

 

 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 3.1.1-1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震

動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

 

 

 

 

地震①‐10 

地震②‐２ 

地震①‐10 

地震②‐４ 

地震①‐11 

地震②‐５ 

地震①‐12 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

地震①‐９ 

地震②‐３ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（5／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

 

 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要

度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要

度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

 

地震①‐15 

地震①‐37 

地震①‐15 

地震①‐14 

地震①‐13 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（6／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一

般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動及

び弾性設計用地震動から定める入力地震動を適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動に 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動

幅を適切に考慮する。 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動

幅を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影

響を評価する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

 

地震①‐17 

地震③‐７ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

地震①‐16 

地震①‐30 

地震⑥‐２ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

2150



別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（7／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動及び弾性設計用地震動は，解放基盤表面で定義する。 

 

 

 

 建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。 

 

 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

 

 

 

 建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地

下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地

盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影

響について確認する。 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動に 2分の 1を乗じたものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

 

 

地震③‐１ 

地震③‐４ 

地震③‐２ 

地震③‐５ 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

地震①‐17 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（8／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答

解析法を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振

動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等

については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤

物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮とし

て，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の

地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答

解析法を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振

動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等

については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤

物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮とし

て，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の

地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各

部のひずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素があ

る程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性

に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析におい

て，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる

変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答

性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解

析により設計用地震力を設定する。 

 

地震③‐２ 

地震③‐５ 

地震⑥‐１ 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（9／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切

な解析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物について

は，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影

響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効

応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる

液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮し

て設定することを基本とする。  

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把

握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮で

きる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時にお

ける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地

盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適

切に設定する。 

 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮で

きる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時にお

ける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地

盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適

切に設定する。 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 （重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の

対象となる申請書で示す。） 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつき

を適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線

を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつき

を適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線

を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

地震③‐８ 

地震③‐９ 

地震③‐８ 

地震③‐９ 

地震⑥‐２ 

地震③‐８ 

地震③‐９ 

地震③‐10 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

地震③－６ 

地震⑨‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-2-2-1-6（第 7回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（10／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とす

る現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

また，設備の 3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2方

向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 

 

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とす

る現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

また，設備の 3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2方向

及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  

 

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既往

の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物として

の特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，

既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物とし

ての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

 

 

 

また，耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，

崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能等については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

 

 

 

また，耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，

崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能等については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること

地震③‐10 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

 

地震③‐６ 

地震①‐17 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請），添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

 

地震③‐８ 

地震⑥‐２ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-8（第 2回申請） 

地震⑩‐１ 

地震⑩‐２ 

地震①‐41 

地震④‐３ 

地震④‐４ 

地震④‐５ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（11／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

で，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機

能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとと

もに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

で，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援

機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保すると

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

地震①‐21 既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

地震①‐19 

地震①‐20 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐18 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（12／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

 

(ロ)  運転時の状態で施設に作用する荷重  

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

  

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

地震①‐22 

地震①‐23 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐25 

地震①‐26 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

地震①‐31 

地震①‐24 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐20 

地震①‐29 

地震①‐31 

2156



別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（13／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動による地震

力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

ロ．機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動

による地震力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

ロ．機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

地震①‐27 

地震①‐29 

地震①‐31 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐29 

地震①‐31 

地震①‐28 

地震①‐20 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（14／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

 

 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考

慮する。 

 

 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設

においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考

慮する。 

ハ. 安全機能を有する施設に適用する動的地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設

においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下

を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

 

地震①‐31 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

地震①‐28 

地震①‐20 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
地震①‐20 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（15／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

(a)  安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生す

る応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とする。 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

 

 

 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

 

地震①‐32 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐34 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐33 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐35 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第1回申請） 

地震①‐37 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（16／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとする。 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認

められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとする。 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と

認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制

限する値を許容限界とする。 

 

 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又は

これと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

ロ. 機器・配管系 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ.  基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制

限する値を許容限界とする。 

 

 

 

 

ⅱ.  弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又は

これと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 

地震①‐33 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 地震①‐35 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 

地震①‐34 

地震①‐39 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請 

地震①‐38 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（17／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地

震動による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐え

られる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が

損なわれないものとする。 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が

損なわれないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点

より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

    

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設（資機材等含む。）を

いう。 

地震①‐40 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 

地震①‐36 

地震④‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 

 

地震①‐36 

地震④‐１ 

地震②‐５ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（18／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

  

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4 つの観点以外に検討すべき事

項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響  

 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認する。 

    

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

  

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響  

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響  

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

地震④‐２ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（19／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ

底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ

底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を

設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とするととも

に，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可

能な設計とする。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 緊急時対策所  

（緊急時対策所に係る基本設計方針については，緊急時対策所の詳細設計の対象となる申請書で

示す。） 

 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力

を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価

用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

 

(6) 緊急時対策所  

（緊急時対策所に係る基本設計方針については，緊急時対策所の詳細設計の対象となる申請書で

示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する。 

なお，耐震重要施設周辺においては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全

機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

地震⑤‐１ 

既設工認 本文（第 2回申請） 
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1. 耐震設計の原則

再処理施設の耐震設計は， 「再処理施設安全審査指針」に適合するように，下記の

項目に従って行い，想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因と

ならないよう再処理施設に十分な耐震性をもたせる。

(1) 建物・構築物は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。

(2) 重要な建物・構築物は，安定な地盤に支持させる。

(3) 再処理施設の耐震設計上の重要度を，地震により発生する可能性のある放射線に

よる環境への影響の観点から Aクラス， Bクラス及びCクラスに分類し，それぞれ

重要度に応じた耐霙設計を行う。

(4) 前項の A, B及びCクラスの施設は，各々の重要度に応じた層せん断力係数に基

づく地霙力に対して耐えるように設計する。

(5) A クラスの施設は，基準地震動 S1に基づいた動的解折から求められる地震力に

対して耐えるように設計する。

Aクラスの施設のうち特に重要な施設をAsクラスの施設と呼称し，それらの施

設については，基準地震動s2に基づいた動的解析から求められる地震力に対して，

その安全機能が保持できるように設計する。

また， Bクラスの機器・配管等についても共振するおそれのあるものについては，

動的解析を行う。

(6) A クラスの施設については，水平地震力と同時に，かつ，不利な方向に鉛直地霙

力が作用するものと考える。

(7) その破損により臨界を引き起こす可能性のあるものは，基準地震動s2による地

震力に対し，臨界を引き起こさないことの確認を行う。

(8) 再処理施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように

考慮する。
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2. 耐震設計上の重要度分類

再処理施設の耐震設計上の重要度を，次のように分類する。

(1) Aクラスの施設

以下に示す機能を有する施設であって，環境への影響，効果の大きいもの。

a. 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係しており，

その機能喪失により，放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの又は放射線

による環境への影響，効果のあるもの。

b. 放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要なもの。

c.上記のような事故発生の際に，外部に放散される放射性物質による影響を低減

させるために必要なもの。

なお， Aクラスの施設のうち，特に重要と判断される施設を限定してAsクラス

の施設と呼称する。

(2) Bクラスの施設

上記において，影響，効果が比較的小さいもの。

(3) Cクラスの施設

Aクラス， Bクラス以外であって，一般産業施設と同等の安全性を保持すればよ

いもの。

上記に基づく耐震設計上の重要度分類については，添付書類「重要度分類の基本方

針」に示す。

なお，同添付書類には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び相互影響を考慮すべき設備に適用する地震動についても併

記している。
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3. 地震力の算定法

設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力のうちいずれ

か大きい方とする。

3. 1 静的地震力

静的地震力は， Aクラス， Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし，それ

ぞれクラスに応じて以下の層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

(1) 建物・構築物

水平地震力は，再処理施設の重要度分類に応じて以下に述べる層せん断力係数に

当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。

Aクラス 層せん断力係数 3.0 C 1 

Bクラス 層せん断力係数 1.5 C 1 

Cクラス 層せん断力係数 1.0 C 1 

ここに，層せん断力係数を算定する際の C)は，標準せん断力係数を0.2とし，建

物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

Aクラスの施設については，鉛直地震力をも考慮することとし，水平地震力と鉛

直地震力は，同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地霙力は，震

度0.3を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直

震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(2) 機器・配管等

各クラスの地震力は，上記(1)の層せん断力係数の値から求める水平震度及び上記

(1)の鉛直霙度をそれぞれ20％増しとした震度より求めるものとする。なお，水平地

窟力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，

鉛直震度は高さ方向に一定とする。

3. 2 動的地震力

動的地震力は， Aクラスの施設に適用することとし，基準地霙動s)から定める入

カ地震動を入力として，動的解析により算定する。

さらに， Asクラスの施設については，基準地震動s2から定める入力地震動を入力

として，動的解折により算定される水平地震力も適用する。

なお， Bクラスの機器・配管等のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるもの

については，上記Aクラスの施設に適用する基準地震動 S1から定める入力地震動の

振幅を 1/2にしたものを入力として動的解折により算定される水平地筵力を適用する。

Aクラスの施設に対する鉛直地震力は，基準地震動の最大加速度振幅の 1/2の値を

重力加速度で除した鉛直震度として求め，水平地震力と同時に不利な方向に組み合わ

せる。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

なお，剛性の高い機器・配管等は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加

速度を静的に作用させて地震力を算定する。

動的解析の方法等については，添付書類「地震応答解析の基本方針」に示す。
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4. 荷重の組合せと許容限界

4. 1 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

(1) 建物・構築物

a.通常運転時の状態

再処理施設が，通常運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている状態。

b. 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。

(2) 機器・配管等

a. 通常運転時の状態

再処理施設が，通常運転状態にある状態，ただし，インターロック又は警報が

設置されている場合は，圧力及び温度がインターロック又は警報の設定値以内に

ある状態。

l 
¥̀-＇, 

4. 2 荷重の種類

(1) 建物・構築物

a.再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち

固定荷重，積載荷重，土圧，水圧並びに通常の気象条件による荷重

b. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

C. 地震力，風荷重

ただし，通常運転時の状態で施設に作用する荷重には機器・配管等から作用する

荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器・配管等からの反力，ス

ロッシング等による荷重が含まれるものとする。

(2) 機器・配管等

a. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

b. 地震力

g
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4. 3 荷重の組合せ

地震力と他の荷重との組合せは以下による。

(1) 建物・構築物

a. 地震力と常時作用している荷重及び通常運転時の状態で施設に作用する荷重と

を組み合わせる。

(2) 機器・配管等

a.地震力と通常運転時の状態で施設に作用する荷重とを組み合わせる。

(3) 荷重の組合せ上の留意事項

a. Aクラスの施設においては，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向に

作用するものとする。

b. 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認.

する場合においては，支持される施設の耐震クラスに応じた地震力と常時作用し

ている荷重及び通常運転時の状態で施設に作用する荷重とを組み合わせる。

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び運転時の異常な過渡変化を超える
4 
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事象時の状態で施設に作用する荷重は， 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため， 地震荷重と組み合わせ

るものはない。

4. 4 許容限界

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は， 以下のとお

りとする。

(1) 建物・構築物

a. Asクラスの建物・構築物

(a) 基準地震動 S 1 による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

(b) 基準地震動 s 2 による地震力との組合せに対する許容限界

建物・構築物が， 構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有し，

終局耐力に対して安全余裕を持たせることとする。

なお， 終局耐力は， 建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していく

とき， その変形又は歪が著しく増加するに至る限界の最大耐力とし， 既住の実

験式等に基づき適切に定めるものとする。

b. Aクラス (Asクラスを除く。）の建物·構築物

上記a. (a)による許容応力度を許容限界とする。

c .  B及びCクラスの建物・構築物

上記a. (a)による許容応力度を許容限界とする。

d. 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物

上記a. (b)の項を適用するほか， 耐震クラスの異なる施設が， それを支持する

建物・構築物の変形等に対して， その機能が損なわれないものとする。

e . 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については， 当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐

力に対して重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認するものとす

る。

(2) 機器・配管等

a. Asクラスの機器・配管等

(a) 基準地震動 S1 による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

(bl 基準地震動 s 2 による地震力との組合せに対する許容限界

構造物の相当部分が降伏し， 塑性変形する場合でも過大な変形， 亀裂， 破損

等が生じ， その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力等を制限する。

b. Aクラス (Asクラスを除く。）の機器・配管等

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

C. B及びCクラスの機器・配管等

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

d. 動的機器

地震時に動作を要求される機器については， 解折又は実験等により， 動的機能
5 
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の拡大を防止するための施設
{a) Asクラス及びAクラスの設備を収納するセル等及びせん断セル

f. 上記C.'d．及びe．に関連する施設で放射性物質の外部に対する放散を抑制す
るための施設
(a) Asクラス及び Aクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安全上重要な施設

なお， 高レペル廃液ガラス固化廃ガス処理設備のうちガラス溶融炉から廃ガ
ス洗浄器までの範囲は Asクラスとする。

(b) Aクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施設
(c) 主排気筒及びその排気筒モニタ

なお， AクラスとBクラス以下の配管又はダクトの取合いは， Bクラス以下の
廃ガス処理設備又は換気設備の機能が喪失したとしても， Aクラスの廃ガス処理
設備又は換気設備に影響を与えないように行う。

g. 上記a.～ f．の施設の機能を確保するために必要な施設
(a) 非常用所内電源系統， 安全圧縮空気系及び安全蒸気系
(b) 安全冷却水系及び使用済燃料貯蔵設備のプー ル水冷却系
(c) 安全保護系及び保護動作を行う機器・配管
(d) 安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝等の液位警報及

び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全上重要な施設
(e) 計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち， 地震後においても， そ

の機能が継続して必要な施設
なお， 上記施設のうち Asクラスの設備の機能を維持するために必要な設備は

Asクラスとする。
h. その他の施設

(a) 固化セル移送台車は Asクラスとする。
(b) ガラス固化体貯蔵設備の収納管， 通風管
(c) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室から排風機

までの範囲は Asクラスとする。
(d) 使用済燃料貯蔵設備の補給水設備
(e) その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施設に係る安全上

重要な施設は， As クラスとするか， 又は， 検出器の故障を検知し警報を発す
る故障若報及び工程停止のための系統を Asクラスとする。

(f) 制御建屋中央制御室換気設備
(g) 水素掃気用の安全圧縮空気系は Asクラスとする。

なお， Asクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている機器は，
溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するため， 構造強度
上 Asクラスとする。

(h) しゃへい設備のうち安全上重要な施設
(2) Bクラスの施設

a. 放射性物質を内蔵している施設であって， Aクラス以外の施設（ただし内蔵量
が少ないか又は貯蔵方式により， その破損により一般公衆に与える放射線の影響
が十分小さいものは除く。）
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平成5年3月30日
補 正

1. 概 要
再処理施設は， 耐震設計上の重要度に応じた設計用地震力に対してその機能を維持

するように設計される。 本資料は， 機能が維持されることを確認するに際しての基本
的な考え方を示したものである。

2. 構造強度上の制限
再処理施設の機能が構造強度的に維持されるかどうかの確認は， 再処理施設の耐震

設計に際し， 各耐震設計上の重要度に応じた設計用地震力が建物・構築物， 機器・配
管等に加わった場合， これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計
値が許容限界を超えないことを確認することによって行うものとする。

許容限界は， 建物・構築物， 機器・配管等の種類 ， 用途等を考慮し， その機能が維
持出来るように十分余裕を見込んだ値とする。

(
― 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限界は， 添付書
類「耐震設計の基本方針」に示す考え方に基づいて以下に示すとおりとする。
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記号の説明
D :建物・構築物における固定荷重又は機器・配管等における死荷重
L ：積載荷重
s. ：雪荷重（短期事象との組合せ用で， S. = 0 の場合も考慮する。）
S1 ：基準地震動 S1 による地震力又は静的地震力
S2 ：基準地震動 S2による地震力
s B: Bクラスの施設に適用される地震力
s C: C クラスの施設に適用される地震カ
応：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重
Md：当該設備に設計上定められた機械的荷重
s y ：設計降伏点 「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和 5 5

年通商産業省告示第 5 0 1 号， 以下「告示第 5 0 1 号」
という。）別表第 9 に規定される値

Su: 設計引張強さ 「告示第 5 0 1 号」別表第 1 0 に規定される値
Sm: 設計応力強さ 「告示第 5 0 1 号」別表第 2 に規定される値
s :許容引張応力 「告示第 5 0 1 号」別表第 6 又は別表第 7 に規定される値
f t ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して「告示第 5 0 1

号」第 8 8 条第 3 項第一号イにより規定される値
ボルト等に対しては， 「告示第 5 0 1 号」第 8 8 条第 3 項第
二号イにより規定される値

f.：許容せん断応力 同 上
f C：許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して「告示第 5 0 1

号」第 8 8 条第 3 項第 一号イにより規定される値
f b ：許容曲げ応力 同 上
f p ：許容支王応力 同 上

1 
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第1表第6回申請に係る安全上重要な施設 (9 /19) 

分 類／云云 安全上重要な施設

(3)上記l汲訊2の系統及び機器羽妃乳
系統及びオフガス処理系統

PS／放射性祝質の閉じ込め機能
ーの捕集 ・ 浄｛は見
能）

及びMS／放耕性頑⑪部⑫放出坊
止機能
叫抱蒻演の捕集・浄化機
能）

{
’ 

PS／放射世躙の閉じ込以勁E
誹気機能）

及びMS／放射世闊即遜渡の放出坊
止機能

俎段暉匂

G

IA

®
 

気廃
塔

令

ス処理設備
分離建屋塔陸穎廃ガス処理役備

塔ス処理系
•第1高性能位子フィルタA, B, C, D, E
•第2高性能拉子フィルタA, B, C, D, E

パルセータ廃ガス処理系
•第1高性能拉子フィルタA, B, C, D, E
•第2高出i6¥.立子フィルタA, B, C, D, E

気困思箆加）廃棄施設
塔槽類廃ガス処理役備

分塔ス処理尉肯
塔ガス処理系
・排風機A, B

パルセータ廃ガス処理系
・排風機A, B

(4)上記l汲訊2)7.)菜殺支び機器1W1こ
せ心詑団眩·閃柑ーるセJぼf

PS／放射性物質の閉じ込以勅且
倣出経路の維持機能）
体系の維持園iほ（しゃへい
機能） ・

及びMS／放射性物質の過度の放出防
止機能

傲出経路の維持機能）
体系の維持機能（しゃへい
機能）

＇ 
し

，;
\. ^ .、9’

I 
＊上記l汲び？のうち核分裂生

萄の閉じ込む項見点から不
可欠な機能を有する系統及び
機器を収納するセルのみI 

下記のセル
高レベ川琵液ガラズ甜頃渥

高レベJ頃踪酵酪舘升麒号1セル )高レベ）頃酪翅珪精第1セル )
高レベル濃縮琵液貯糟第2セル )高レベ八原賊混合槽第2セル )
オ＃荊若濱廃液貯糟第1セル ) 放射性配管分岐セル )
オ領商納孵苗矧升飼2セル ) 供給槽第1セル )
高レペル廃液共用貯寸曹セル ) 供給槽第2セル
高レペル濃縮蕗夜一時貯情セル )固化セル
オ迫碗朗孵旨夜→甜升胄セル ) 分配器セル

下記のセJ灰）しゃへいヘッチ
分

高レベJ頃蔀磋眸蔀う第1セル ) 高レベJ頃旨街群宿缶第2セル )

精
プルトニウ勾隅咀託ル )プルトニウム濃縮缶セル )
放射性配管分岐第1セル )放射性配管分岐第2セル )

下記のセJ灰）しゃへいスラプ
分離建屋

プルトニウム溶液屯切用晋セル ) 放射fffi音分岐第2セル )
放射性配管分岐第1セル ) プルトニウム脱弼器セル )
溶者夜屯罪浦セル )
高レベJ頃旨夜ガラス固（頃渥連格用放射性配管セル )

精製建屋
放射性配管分岐第2セル )

g
i:,
 
6
l
 

10 
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Ｂ．再処理能力

再処理施設の再処理能力は，前記Ａ．に示す仕様を満たすＢＷＲ使用

済燃料及びＰＷＲ使用済燃料について以下のとおりである。

年間の最大再処理能力     ： 800ｔ・ＵＰｒ

 １日当たりの最大再処理能力  ： 4.8ｔ・ＵＰｒ

四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備

イ．再処理施設の位置

(１) 敷地の面積及び形状

敷地は，青森県上北郡六ヶ所村に位置し，標高60ｍ前後の
いやさかたい

弥栄平と

呼ばれる台地にあり，北東部が
お

尾
ぶち

駮沼に面している。

敷地内の地質は，新第三紀層及びこれを覆う第四紀層からなってい

る。

敷地に近い主な都市は，三沢市（南約30ｋｍ），むつ市（北北西約

40ｋｍ），十和田市(南南西約40ｋｍ)，八戸市(南南東約50ｋｍ)及び

青森市（西南西約50ｋｍ）である。

  敷地は，北東部を一部欠き，西側が緩い円弧状の長方形に近い部分

と，その南東端から東に向かう帯状の部分からなり，帯状の部分は途

中で二またに分かれている。総面積は,帯状の部分約30万ｍ２を含めて

約380万ｍ２である。

(２) 敷地内における主要な再処理施設の位置

主要な再処理施設を収容する建物及び構築物は，敷地の西側部分を

標高約55ｍに整地造成して，設置する。

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス
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固化体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器管理建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

及びハル・エンド ピース貯蔵建屋を，主排気筒の北側には第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯

蔵建屋を設置する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レ

ベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル ボック

ス・バーナブル ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

を，主排気筒の南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋を設置する。建物間には，放射性物質の移送等

のため洞道を設置する。

海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

管理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿

い，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。

なお，主排気筒から敷地境界までの最短距離は，北東方向で約600

ｍである。
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